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鳥取県病院局企業職員定数条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県病院局企業職員定数条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

　　平成19年２月13日

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博

　　　鳥取県病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例

　鳥取県病院局企業職員定数条例（平成18年鳥取県条例第13号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

議案第６３号

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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（定数）

第２条　職員の定数は、851人とする。

２　略

（定数）

第２条　職員の定数は、774人とする。

２　略

　　　附　則

　この条例は、平成19年４月１日から施行する。


